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原告ら訴訟代理人

弁護士 浅 野 史 生

【甲 号証】B51
標 目 環境管理計画書・ （写し）RKL
作成年月日 年 月1988 3
作 成 者 被告東電設計、ヨドゥヤ・カルヤ社

立証の趣旨 被告東電設計がＤ／Ｄの過程において作成した文書である。

この文書においては、本件ダム建設に伴う住民移転により、住民

に対する悪影響やそれに対する具体的対策が検討されているが、被

告東電設計は、本件ダム建設によって、現地住民や自然環境に対し

ていかなる悪影響が生じるかについて具体的な認識を有していたこ

と等。

【甲 号証】B52
標 目 環境モニタリング計画書・ （写し）RPL
作成年月日 年 月1988 3
作 成 者 被告東電設計、ヨドゥヤ・カルヤ社

立証の趣旨 甲 号証と同様。B51


